
「8020 運動推進員」の名称変更について 

 

１ 新名称(案)  

歯と口の健康サポーター 

 

２ 変更理由 

（１）本推進員名称に使われている「8020」については、平成元年度から厚生

労働省と日本歯科医師会が推進している「8020 運動」（80 歳になっても

20 本以上の自分の歯を保とう）という運動から引用している。現行の

「歯及び口腔の健康づくり推進部会」の旧名称にも使用していた。 

 当時は、80 歳で 20 本の歯を保っている方が１割以下であったが、そ

の後 8020 運動が浸透し、県でも歯と口腔への関心が高まり、歯科保健

状況も改善した結果、8020 達成者は５割（令和３年県調査）を超えた。 

このことにより今後は、歯を残すだけでなく噛むことや飲み込むこと

等、口腔機能の維持・向上を含めた取組を推進することとし、令和４年４

月に施行した「歯及び口腔の健康づくり推進条例」の名称との整合性も図

り、令和４年度より「歯及び口腔の健康づくり推進部会」とした。 

 

（２）これに伴い、「8020 運動推進員」の名称についても、「歯と口の健康サポ

ーター」に変更する。 

 

 

●健康づくり推進員運営要領（参考資料６）より抜粋 

 

資料４ 

（健康づくり推進員） 

第２条 健康づくり推進員は、次の各号に掲げる者（以下「推進員等」 

という。）とする。 

(1) 健康ひょうご 21 県民運動推進員 

(2) 食の健康運動リーダー 

(3) 8020 運動推進員 


